
平
成
十
五
年
政
令
第
二
百
七
十
三
号

食
品
安
全
委
員
会
令

内
閣
は
、
食
品
安
全
基
本
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
二
十
四
条
第
一
項
第
十
三
号
及
び
第
三
十
八

条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
関
係
各
大
臣
が
食
品
安
全
委
員
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
き
）

第
一
条
　
食
品
安
全
基
本
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
四
条
第
一
項
第
十
四
号
の
政
令
で
定
め
る
と
き
は
、

同
項
第
一
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
法
律
に
基
づ
く
命
令
（
政
令
を
除
き
、
告
示
を
含
む
。
）
の
規
定
に

基
づ
き
食
品
の
安
全
性
の
確
保
に
関
す
る
施
策
を
策
定
し
よ
う
と
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
法
第
十
一
条
第
一
項
に

規
定
す
る
食
品
健
康
影
響
評
価
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
き
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
き
と
す
る
。

２
　
内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
項
の
内
閣
府
令
を
制
定
し
、
又
は
改
廃
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
関
係
各
大
臣
の
意
見

を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
事
務
局
次
長
）

第
二
条
　
食
品
安
全
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
の
事
務
局
に
、
事
務
局
次
長
一
人
を
置
く
。

２
　
事
務
局
次
長
は
、
事
務
局
長
を
助
け
、
局
務
を
整
理
す
る
。

（
事
務
局
の
内
部
組
織
）

第
三
条
　
委
員
会
の
事
務
局
に
、
課
を
置
く
。

２
　
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
委
員
会
の
事
務
局
に
、
命
を
受
け
て
局
務
に
関
す
る
重
要
事
項
に
係
る
も
の
に

参
画
す
る
職
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
置
か
れ
る
課
の
数
は
、
四
以
内
と
す
る
。

４
　
前
三
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
委
員
会
の
事
務
局
の
内
部
組
織
の
細
目
は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
。

（
委
員
会
の
運
営
）

第
四
条
　
こ
の
政
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
議
事
の
手
続
そ
の
他
委
員
会
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
委
員

長
が
委
員
会
に
諮
っ
て
定
め
る
。

附
　
則
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
五
年
七
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
第
二
項
の
規

定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
八
月
一
日
政
令
第
三
五
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
食
品
衛
生
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
五
年
八
月
二
十
九
日
）

か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
一
二
月
一
〇
日
政
令
第
五
〇
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
食
品
衛
生
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
一
条

第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
十
六
年
二
月
二
十
七
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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